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総務委員会会議録 
 

令和２年６月１２日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時１３分閉議（実時間１２５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５１号・令和２年度八代市一般会計

補正予算・第５号（関係分） 

１．議案第６３号・令和２年度八代市一般会計

補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第５３号・専決処分の報告及びその承

認について（令和２年度八代市一般会計補

正予算・第４号） 

１．議案第５５号・八代市定住支度金条例の廃

止について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （新庁舎建設工事の進捗状況等について） 

 （令和２年度企画政策課において策定予定の

計画等について） 

 （八代市重点戦略の見直しについて） 

 （八代市地域公共交通計画策定の方向性につ

いて） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  橋 本 幸 一 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  堀   徹 男 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長      佐 藤 圭 太 君 

  財務部次長    尾 﨑 行 雄 君 

  財政課長     田 中 智 樹 君 

 総務企画部 
 
  総務企画部 
           黒 瀬 琢 也 君 
  総括審議員兼次長 
 

  理事兼企画政策課長 福 本 桂 三 君 

  情報政策課長   早 木 浩 二 君 

  理事兼危機管理課長 廣 兼 和 久 君 

 建設部長      潮 崎   勝 君 

  新庁舎建設課長  豊 田 浩市郎 君 

部局外 

 議会事務局長    岩 崎 和 也 君 

  議会事務局次長  増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（橋本幸一君） 改めまして、皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）それでは、定刻となり、

定足数に達しましたので、ただいまから総務委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第５１号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第５号（関係分） 

○委員長（橋本幸一君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第５１号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第５号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 歳入と及び歳出の第２款・総務費について、
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財務部より説明願います。 

○財務部長（佐藤圭太君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）財務部の佐藤でございます。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につ

きまして、まず、議案第５１号・令和２年度八

代市一般会計補正予算・第５号の歳入及び歳出

の総務費を尾﨑財務部次長が、議案第６３号・

令和２年度八代市一般会計補正予算・第６号の

歳入及び歳出の総務費を尾﨑財務部次長が、議

会費を増田議会事務局次長が、消防費を黒瀬総

務企画部総括審議員兼次長が説明いたします。 

 また、事件議案の予算の専決処分に係る議案

第５３号・令和２年度八代市一般会計補正予

算・第４号の歳入及び歳出の総務費を尾﨑財務

部次長が説明いたします。 

 次に、条例議案の第５５号・八代市定住支度

金条例の廃止については福本理事兼企画政策課

長が説明いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 皆さん、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）財務部の尾﨑でございます。よろし

くお願いいたします。それでは、着座にて説明

をさせていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊

となっております議案第５１号・令和２年度八

代市一般会計補正予算書・第５号をお願いいた

します。 

 総務委員会付託分につきまして、まず歳入を

説明します。よろしくお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で歳入歳出それぞれ１３億７１００万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７

４７億５６９０万円といたしております。 

 次に、第２条では、地方債の補正をお願いし

ておりますが、内容につきましては、４ページ

の表で説明いたします。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正は、歳出予算の補正に伴

い、地方債の限度額の追加及び変更を行うもの

でございます。 

 まず、１、追加では、児童福祉施設整備事業

で８５７０万円を追加しております。 

 次に、２、変更では、道路整備事業で補正前

の７億９５１０万円に７７４０万円を追加し、

補正後の限度額を８億７２５０万円としており

ます。 

 次の公園整備事業では、４２２０万円に２８

０万円を追加し、補正後の限度額を４５００万

円としております。 

 次の学校整備事業では、９４５０万円に１億

８１６０万円を追加し、補正後の限度額を２億

７６１０万円としております。 

 詳しい内容は、この後、歳入、款２１・市債

で説明いたします。なお、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、補正前と同じでご

ざいます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。８ペー

ジをお願いいたします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で２

０１９万８０００円を計上しておりますが、こ

れは、今回の補正予算の一般財源でございま

す。 

 次に、款１２・分担金及び負担金、項２・負

担金、目６・農林水産業費負担金、節１・農業

費負担金の４４５万円は、国の補助内示に伴

い、イグサ移植機等導入支援を行いますが、そ

のうち氷川町の移植機２台、苗処理機４台、カ

セット１００台分の負担金でございます。 

 次に、款１４・国庫支出金、項２・国庫補助

金、目２・民生費国庫補助金、節２・児童福祉

費補助金に３億４９５７万３０００円を計上し

ております。このうち、保育所等整備交付金１
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億７５５７万３０００円は、国の補助内示に伴

う私立保育所２園分の移転改築補助金でござい

ます。 

 まず、坂本町のあさひ森の保育園につきまし

ては、経年劣化を含め老朽化が著しく、耐震基

準も満たしておらず、土砂災害警戒区域にも指

定されておりますことから、土砂災害警戒区域

外への移転改築に対する補助金でございます。 

 また、鏡町の鏡しらぬい保育園につきまして

は、経年劣化を含め老朽化が著しいとともに、

現在地の鏡町野崎地区の鏡西部小学校が令和元

年度をもって閉校し、地域の児童数も少数にな

っておりますことから、鏡支所近郊の内田地区

への移転改築に対する補助金でございます。 

 次に、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費

補助金１億７４００万円は、国の１次補正に伴

います新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

として、感染症の影響を受けている子育て世帯

の生活を支援するため、児童手当を受給する世

帯に対し、児童１人当たり１万円の臨時特別給

付金を支給するための補助金でございます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金、節１・道路

橋梁費補助金に１億３８０７万円を計上してお

りますが、国の補助内示が当初予算を上回りま

したので、不足する分の増額でございます。 

 まず、道整備交付金事業の７４万７０００円

は、泉町の下屋敷～樅木線の舗装工事に対する

補助金でございます。 

 次の道路ストック点検・修繕事業の２３３３

万８０００円は、中央線外２路線の舗装工事に

対する補助金でございます。 

 次の東西アクセス線改良事業の１８５６万７

０００円は、新牟田西牟田線外１路線の改良工

事に対する補助金でございます。 

 次の永碇町高島町線改良事業の９８５万円

は、現況の変則交差点を隣接する排水路と併せ

て、歩道整備など利便性を高める交差点改良工

事に対する補助金でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 災害防除事業の８０１５万円は、坂本町の合

志野・中鶴線外３路線及び泉町の下屋敷～樅木

線外２路線の災害防除工事に対する補助金でご

ざいます。 

 次に、竜西幹４号線改良事業の２７５万円

は、歩道整備など改良工事に対する補助金でご

ざいます。 

 次に、古閑中町古閑上町線改良事業の４６万

８０００円は、道路拡幅や交差点改良工事など

に対する補助金でございます。 

 次に、上片町宮地町２号線改良事業の１１０

万円及び宮地町４号線改良事業の１１０万円

は、無電柱化など改良工事に対する補助金でご

ざいます。次に、節２・都市計画費補助金の３

１４万円は、都市公園安全・安心対策緊急支援

事業の補助内示があり、老朽化した横手新町児

童公園について、利用者の安全・安心の確保を

図るため、トイレのバリアフリー化などに対す

る補助金でございます。 

 次に、目５・教育費国庫補助金では、国の補

助内示により、学校情報ネットワーク整備事業

として、節２・小学校費補助金に１億１６４２

万７０００円、節３・中学校費補助金に６０３

８万円、節５・特別支援学校費補助金に５２７

万５０００円を計上しております。これは、国

のＧＩＧＡスクール構想に基づき、全ての子供

たちがＩＣＴを活用して学ぶことができる環境

整備を早急に行うもので、今回は、校内のネッ

トワーク環境整備に必要な改修工事等に対する

補助金でございます。 

 次に、節６・幼稚園費補助金は、国の補助内

示に伴う１２０４万８０００円を計上しており

ます。 

 まず、幼稚園非構造部材耐震化事業の７８５

万７０００円は、松高・植柳・麦島幼稚園の遊

戯室におけるつり天井の落下防止対策などの非

構造部材耐震改修工事に対する補助金でござい
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ます。 

 次に、太田郷幼稚園遊戯室耐震改修事業の４

１９万１０００円は、太田郷幼稚園遊戯室が経

年劣化を含め老朽化が著しく、耐震基準も満た

しておりませんので、筋交い取付けの耐震改修

工事に対する補助金でございます。 

 １０ページをお開きください。 

 款１５・県支出金、項２・県補助金、目４・

農林水産業費県補助金、節１・農業費補助金で

は、県の補助内示により１億７６４４万円を計

上しております。 

 まず、経営体育成支援事業補助金の１９５６

万９０００円は、人・農地プランに位置づけら

れている中心経営体等が融資機関からの融資を

受けて、農業用機械、施設等を導入する際に補

助金を交付するものでございます。今回は、担

い手づくり支援交付金事業として取り組む八千

把地区など５地区８経営体に対する補助でござ

います。 

 次の産地パワーアップ事業費補助金の１億１

０２２万４０００円は、地域の営農戦略として

定めた産地パワーアップ計画に基づき、意欲あ

る農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換

を図る取組に必要な機械・機器のリース導入及

び施設整備に係る経費の一部に対して補助され

るものでございます。 

 今回は、昨年度までのイグサ収穫機ハーベス

タ同様に、イグサ産地の存続のために国への要

望活動が実り、機械メーカーの協力の下、約２

０年ぶりに生産が再開されることとなりました

移植機等の導入支援に対する国の補助でござい

ます。本年度と来年度の２か年での再生産が予

定されており、本年度は移植機２２台、苗処理

機２７台、カセット２４０５台でございます。 

 次のい草移植機等導入支援補助金４３７７万

４０００円も、国の補助に合わせまして、イグ

サ移植機等の導入支援に対する県の補助でござ

います。 

 次に、農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補

助金で２８７万３０００円を計上しておりま

す。これは、既に当初予算で計上しております

が、今回新たに非常用電源が支援対象に追加さ

れましたので、増額されております。 

 次に、項３・委託金、目３・農林水産業費委

託金、節１・農業費委託金では、県の補助内示

により、農地海岸土地改良施設等総合マネジメ

ント事業業務委託金として１３０万円を計上し

ております。 

 これは、農地海岸管理者である県が実施して

いた海岸パトロール業務につきまして、緊急時

に早急な対応を図るために、県から各市町村へ

委託するものでございます。 

 次に、目６・教育費委託金、節１・中学校費

委託金２０万円は、県教育委員会より、熊本の

学び推進プランに基づく学力向上に向けた研究

指定校として第一中学校が令和２年度から２年

間指定され、実践的研究と研究成果を県下へ普

及するための県指定研究推進校委託金でござい

ます。 

 次は、款１８・繰入金、項１・基金繰入金、

目１５、節１・財政調整基金繰入金の４１７３

万９０００円は、新型コロナウイルス感染症対

策として実施する商工費のハーモニーホールな

ど５施設への運営に対する支援金及び補填金と

して３９００万９０００円、教育費の学校給食

や体育施設への運営に対する補填金に２７３万

円を、地方財政法第４条の４、第３号に基づき

活用いたします。 

 １１ページをお願いします。 

 款１９、項１、目１、節１・繰越金５００万

円は、昨年末にお受けいたしました本市への寄

附について、千丁地域の教育環境充実に活用し

てほしいという寄附者の御意向に沿って、備品

購入費など必要な経費に活用するものでござい

ます。 

 続きまして、款２０・諸収入、項４、目５、
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節８・雑入では、９２６万円を計上しておりま

す。 

 まず、自治総合センターコミュニティ助成金

５００万円は、県からの補助内示に伴い、まち

づくり協議会みやじが、夏祭りに使用する木製

やぐらなどの経費への助成金２５０万円と、鏡

まちづくり協議会が織り姫太鼓に使用する長胴

太鼓や担ぎおけ太鼓の購入経費への助成金２５

０万円でございます。 

 次に、学校臨時休業対策費補助金の４２６万

円は、先ほどの繰入金からも一部繰り入れてお

りますが、新型コロナウイルス感染症対策のた

めに、３月２日から２５日まで小学校、中学

校、支援学校を臨時休業したことに伴い、パン

や委託炊飯及び牛乳の加工経費等について、４

分の３に当たる４２６万円が、国より県学校給

食会を通じて交付されるものでございます。 

 続きまして、款２１、項１・市債、目２・民

生債、節２・児童福祉債では、８５７０万円を

計上しております。これは、私立保育所施設整

備事業でございますが、先ほど国庫支出金で説

明いたしました私立保育所のあさひ森の保育園

と鏡しらぬい保育園の園舎の移転改築に係るも

のでございます。あさひ森の保育園は、補助対

象経費から国庫支出金を差し引いた額に充当率

１００％を乗じた過疎債４７６０万円を予定し

ております。 

 また、鏡しらぬい保育園は、補助対象経費か

ら国庫支出金を差し引いた額に充当率９５％を

乗じた合併特例債３８１０万円を予定しており

ます。 

 次に、目６・土木債、節１・道路橋梁債では

７７４０万円を計上しております。この市内一

円道路整備事業は、先ほど国庫支出金で説明し

ましたが、まず、道路維持事業分では、中央線

外２路線の舗装工事及び合志野・中鶴線外６路

線の災害防除工事の補助対象経費から国庫支出

金を差し引いた額に充当率９０％を乗じたもの

で、公共事業等債９３２０万円と下屋敷～樅木

線の舗装工事における補助対象経費から国庫支

出金を差し引いた額に充当率１００％を乗じた

辺地債７０万円を予定しております。 

 また、市内一円道路改良事業分でございます

が、東西アクセス線改良事業の新牟田西牟田線

外６路線において、整備に要する補助対象経費

から国庫補助金を差し引いた額に充当率９０％

を乗じた公共事業等債１１１０万円と、充当率

９５％を乗じた合併特例債１４３０万円を予定

しております。 

 なお、今回の補正による建設事業の総額を調

整するため、単独事業分の減額に伴い、充当率

９０％を乗じた地方道路等整備事業債４１９０

万円の減額を行っております。 

 次に、節４・都市計画債では２８０万円を計

上しておりますが、こちらも国庫支出金で説明

いたしましたトイレのバリアフリー化等の都市

公園安全・安心対策緊急支援事業に係るもの

で、補助対象経費から国庫支出金を差し引いた

額に充当率９０％を乗じた公共事業等債を予定

しております。 

 １２ページをお開きください。 

 次の目８・教育債では、先ほど国庫支出金で

説明しましたように、国の補助内示に伴う学校

情報ネットワーク整備事業として、節１・小学

校債に１億４７０万円、節２・中学校債に５４

２０万円、節３・特別支援学校債に４６０万円

を計上しております。これは、補助対象経費か

ら国庫支出金を差し引いた額に充当率９０％を

乗じたもので、学校教育施設等整備事業債を予

定しております。 

 次の節５・幼稚園債も、先ほど国庫支出金で

説明しましたように、国の補助内示に伴い、１

８１０万円を計上しております。 

 まず、幼稚園施設整備事業２２０万円は、太

田郷幼稚園遊戯室耐震改修事業の補助対象経費

から国庫支出金を差し引いた額に充当率９５％
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を乗じたもので、合併特例債を予定しておりま

す。 

 また、幼稚園非構造部材耐震化事業の１５９

０万円は、松高・植柳・麦島幼稚園の遊戯室つ

り天井を軽量天井材への張りかえなどを行う改

修経費から国庫支出金を差し引いた額に充当率

９５％を乗じた合併特例債を予定しておりま

す。 

 次の款２２、項１、目１、節１・法人事業税

交付金は８０００万円を計上しております。こ

れは、平成３１年度の税制改正により、地方法

人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の

法人住民税法人税割の減収分の補塡措置とし

て、法人事業税の一部を都道府県から市町村に

交付する制度が創設され、令和２年度から新た

に交付されるものですが、当初予算編成時には

詳細が示されておりませんでしたので、今回計

上するものでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 引き続きまして、総務費の歳出を説明いたし

ます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目５・企

画費では５００万円を計上しております。これ

は、先ほど歳入の諸収入で説明しましたとお

り、自治総合センターコミュニティ助成事業と

して、まちづくり協議会みやじ及び鏡まちづく

り協議会が、コミュニティ活動に使用する備品

を整備する経費への補助金でございます。な

お、特定財源としまして、全額諸収入を予定し

ております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 一番最後の法人事業税

交付金の御説明なんですけど、法人市民税の税

率改正で減額になった相当分は、丸々補塡され

ているというふうに考えてもいいんですかね。

まだ分かんないんでしょう、その税率も。去

年、今年ですか。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 全額ではなくて

一部が補塡されるような形で。（委員堀徹男君

「一部」と呼ぶ） 

 はい。そっくりそのままの金額というわけで

はございません。 

○委員（堀 徹男君） 続けていいですか。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○委員（堀 徹男君） 税率改正の影響額の分

は、交付税の算入のときに新たな費目に加えら

れるというような何か仕組みだったかなという

ふうに、前回聞いたような気がするんですけ

ど、それはそれでということですかね。 

○財務部長（佐藤圭太君） 先ほど、一部が補

塡されるということでしたけども、確かに交付

税のほうでも補塡措置があるということです。

はい。 

○委員長（橋本幸一君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） すいません、ちょっ

と１０ページの産地パワーアップ事業費補助金

とい草移植機等導入支援補助金の違いという

か、いまいちちょっと分かりづらいというか、

同じ移植機でカセットとか、あれですよね。こ

れは、何が、項目が２つに上がってきとっと

か。内容は同じものに使うんだけど、事業名が

違うというだけですかね。考え方を少し。 

○財政課長（田中智樹君） 田中でございま

す。おはようございます。 

 委員おっしゃるとおりでございまして、２つ

の事業が当たっているという部分で、まず、２

分の１が国を通した県の補助金で。両方とも県

補助金なんですけども、一応国からの県を通っ

てきた補助金が２分の１当たっております。残
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った２分の１に対して、さらにまた、事業者負

担分を除いた分の２分の１が県から来ると。県

の補助金で。（委員成松由紀夫君「うん……、

１０分の１０と２分の１でしょう」と呼ぶ） 

 はい。まず、全体経費があって、その１０分

の１０が国から来て……。（委員成松由紀夫君

「１０分の１０なら、２分の１はどっちゃん…

…」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） 全体事業費のうちの

……。（｢半分です」と呼ぶ者あり）ちょっと

小会します。 

（午前１０時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２６分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

○財政課長（田中智樹君） まず、産地パワー

アップ事業で全体事業費の２分の１を補助いた

します。残りました２分の１に対しまして、い

ぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業という部

分で事業者負担を除きました部分の２分の１、

つまり全体事業費でいけば４分の３を国県補助

で賄っていただくという部分でございます。残

った事業費が、事業者負担と市の負担というふ

うになります。よろしくお願いします。 

○委員（成松由紀夫君） それでよく分かりま

した。生産者の方々は、どうしてもこの補助額

の部分というのは非常に敏感なもんですから、

問合せが多くなると思うので、しっかり理解で

きました。ありがとうございました。 

○委員長（橋本幸一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５１号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第５号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第６３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第６号（関係分） 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第６３

号・令和２年度八代市一般会計補正予算・第６

号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求め

ます。 

 まず、歳入等について財務部から説明願いま

す。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、引き

続き着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊

となっております６月定例会議案書その２をお

願いいたします。 

 議案第６３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第６号は、新型コロナウイルス感染症

に関する国の２次補正予算が６月８日に衆議院

本会議に上程され、本日６月１２日に成立見込

みでありますが、早急な対応を行う必要から、

今回、国会の成立前に追加提案させていただい

たものでございます。 

 総務委員会付託分について御説明いたしま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず第１条、歳入歳出予算の補正でございま

すが、歳入歳出それぞれ１３億５８６０万円を

追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７６

１億１５５０万円としております。 

 続きまして、歳入を説明します。 

 ８ページをお願いいたします。 
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 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で１

５４０万円を計上しております。これは、今回

の補正予算の一般財源でございます。 

 次に、款１４・国庫支出金でございます。 

 項１・国庫負担金、目１・民生費国庫負担

金、節１・社会福祉費負担金で１３０２万円を

計上しております。これは、生活困窮者自立支

援事業として、離職・廃業等で経済的に困窮

し、住居を失うおそれが生じている方などに家

賃相当分を支給する住居確保給付金について、

国の１次補正予算に伴い、新型コロナウイルス

感染症対策としての国の制度改正により対象者

が拡大し、申請者が増加しましたことから、給

付が必要な増額分に対する国の負担金でござい

ます。 

 続きまして、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金、節１・総務管理費補助金では、

８億２６２８万９０００円を計上しておりま

す。これは、国の１次補正予算の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金１兆円の

うち７０００億円につきまして、既に交付限度

額が決定されており、本市へは４億７１３３万

７０００円が交付予定となっております。 

 さらに、国の２次補正予算では、地方創生臨

時交付金が２兆円追加措置されることとなって

おり、本市へも相当額が交付される見込みとし

ております。この臨時交付金は、国の補助事業

の補助裏に充当するとともに、地方公共団体が

地域の実情に応じて、きめ細やかに実施する事

業に充当できることとなっております。今回

は、観光需要の低迷等で激減している観光客を

呼び込むための宿泊補助や飲食店、学習塾、ス

ポーツクラブ等の事業者に対して、感染防止対

策の実施に要した経費の一部を補助するなど、

本市独自の支援策を各費目の新型コロナウイル

ス感染症対策に活用をしております。 

 次の目２・民生費国庫補助金、節２・児童福

祉費補助金では、１億８１２８万５０００円を

計上しております。まず、子ども・子育て支援

交付金２１３２万９０００円は、新型コロナウ

イルス感染症対策として小学校が臨時休業した

ことにより、仕事等の都合で昼間保護者のいな

い小学生を午前中から受け入れた放課後児童ク

ラブに対する開所経費や人件費の支援及び利用

自粛に伴う利用料の減免分に対して補助される

ほか、マスクや消毒液、体温計、空気清浄機な

どを購入して新型コロナウイルス感染症対策に

取り組む放課後児童クラブやこどもプラザ、子

育て支援センターに対して、１事業所当たり上

限５０万円を補助されるものでございます。 

 次のひとり親世帯への臨時特別給付金給付事

業費補助金１億５９９５万６０００円は、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けている低所

得の独り親世帯に対し、子育ての負担の増加や

収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別

給付金を支給する経費に対して補助されるもの

でございます。 

 ９ページをお願いします。 

 目５・教育費国庫補助金、節１・教育総務費

補助金では、１５８万１０００円を計上してお

ります。この学校保健特別対策事業費補助金

（感染症対策）は、新型コロナウイルス感染症

対策として、市内の学校施設等へ配付する消毒

液等の購入経費に対して補助されるものでござ

います。次の節２・小学校費補助金では、１億

８０３０万１０００円を計上しております。こ

の公立学校情報機器整備費補助金は、国のＧＩ

ＧＡスクール構想に基づき、全ての子供たちが

ＩＣＴを活用して学ぶことができる環境整備を

早急に行うもので、今回は児童１人に１台のタ

ブレット端末５４５９台の購入等に対して補助

されるものでございます。次の節３・中学校費

補助金１億７４９万４０００円のうち、公立学

校情報機器整備費補助金１億７３９万６０００

円は、先ほどの小学校と同様に、国のＧＩＧＡ

スクール構想に基づく生徒１人に１台のタブレ
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ット端末２３１５台の購入等に対して補助され

るものでございます。また、補習等のために指

導員等派遣事業補助金９万８０００円は、新型

コロナウイルス感染症対策の臨時休業により授

業時間が不足し、長期休業期間を夏休み１５日

間、冬休み１日、合計１６日間分を短縮して授

業を行うこととなりましたので、当初予定して

いなかった期間における学習支援員３名の配置

にかかる人件費に対して補助されるものでござ

います。 

 次の節５・特別支援学校費補助金３７８万円

のうち、公立学校情報機器整備費補助金３４５

万５０００円も、先ほどの小学校、中学校と同

様に、国のＧＩＧＡスクール構想に基づく児童

生徒１人に１台のタブレット端末５１台の購入

等に対して補助されるものでございます。ま

た、学校保健特別対策事業費補助金３２万５０

００円は、特別支援学校のスクールバス運行に

おいて、新型コロナウイルス感染症の感染予防

対策に必要な経費に対して補助されるものでご

ざいます。次の節６・幼稚園費補助金の学校保

健特別対策事業費補助金３００万円は、先ほど

の教育総務費同様に、新型コロナウイルス感染

症対策として、公立幼稚園へ配付する消毒液等

の購入経費に対して補助されるものでございま

す。 

 続きまして、項３・委託金、目４、節１・商

工費委託金では、７００万円を計上しておりま

す。これは、国より関係人口創出・拡大のモデ

ル事業として採択を受け、ＩＣＴ、ＩｏＴを活

用したビジネス先駆者や都市部の副業人材によ

るセミナー及び他都市の未来創造塾との連携を

図るためのセミナーを開催することにより、新

たな産業の創出など若手等を呼び込む環境を整

えていくことで、関係人口の創出や拡大を図る

経費に対して補助されるものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 款１５・県支出金、項２・県補助金、目２・

民生費県補助金、節２・児童福祉費補助金で１

９２５万２０００円を計上しております。 

 まず、放課後児童健全育成事業等補助金６５

９万８０００円は、先ほど国庫支出金で説明し

ましたが、新型コロナウイルス感染症対策とし

て小学校が臨時休業したことにより、小学生を

受け入れた放課後児童クラブに対して、県から

補助されるものでございます。 

 次の保育対策総合支援事業補助金１２６５万

４０００円は、先ほど国庫支出金での説明と同

様に、私立保育所等や公立保育所へのマスクや

消毒液、体温計、空気清浄機などを購入して新

型コロナウイルス感染症対策に取り組む経費に

対して、１事業所当たり上限５０万円で補助さ

れるものでございます。 

 次の目７・教育費県補助金、節１０・中学校

費補助金で１９万８０００円を計上しておりま

す。 

 この補習等のための支援員配置事業補助金

も、先ほど国庫支出金で説明しましたが、臨時

休業による授業時間の不足を補うために、夏休

み１５日間、冬休み１日、合計１６日間分を短

縮して授業を行うこととなりましたので、学習

支援員３名の配置にかかる人件費に対して、県

から補助される分でございます。 

 歳入は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（中村和美君） 放課後児童クラブなん

ですけど、非常に学校も保護者の方たちも助か

られたと思うんですが、これは２１３２万９０

００円かな、これ、大体幾つの児童クラブのあ

れですか。 

○財政課長（田中智樹君） 放課後児童クラブ

につきましては、全部で３６クラブです。自主

クラブが、そのうちに２つ含まれておりますの

で、市から委託しているクラブが３４、プラス
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自主クラブが２で、合計３６クラブに補助いた

します。 

○委員（中村和美君） ということは、市内児

童クラブ全クラブ、八代市に協力していただい

たということでいいんですか。 

○財政課長（田中智樹君） はい、そのように

認識しています。（委員中村和美君「ありがと

うございました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） すいません。最初、冒

頭御説明のあった、コロナ対応の臨時交付金の

１兆円のうち７０００億円既決分の、市への額

はもう一回教えてもらっていいですか。４億、

その下が幾らになるのか。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） ４億７１３３万

７０００円でございます。（委員堀徹男君「す

いません、ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で歳入等につい

て終了いたします。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４０分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明願います。 

○議会事務局長（岩崎和也君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）議会事務局の岩崎です。 

 それでは、議案第６３号・令和２年度八代市

一般会計補正予算・第６号中、議会の減額補正

について説明申し上げたいと思います。 

 なお、内容につきましては増田次長のほうか

ら申し上げますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議会事務局次長（増田智郁君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）議会事務局、増田でございます。よろし

くお願いいたします。 

 早速でございますが、説明をさせていただき

ます。恐れ入りますが、着座にて説明のほうを

させていただきたいと思います。 

○委員長（橋本幸一君） どうぞ。 

○議会事務局次長（増田智郁君） それでは、

説明のほうをさせていただきます。 

 議案第６３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第６号、１１ページをお開き願いたい

と思います。 

 歳出の款１・議会費、項１・議会費、目１・

議会費、補正前の額３億７４１６万５０００円

に対しまして、今回２１０万円の減額補正を行

い、補正後の金額を３億７２０６万５０００円

といたすものでございます。 

 具体的な内容につきましては、節８・旅費を

２１０万円減額するものでございますが、現

在、例年実施されておりました各常任委員会に

よる管外行政視察について、今般の新型コロナ

ウイルス感染症流行に伴い、当分の間、自粛す

ることとすることが議会運営委員会で御決定さ

れているところでございます。そのようなこと

から、市議会といたしましても、管外行政視察

旅費として当初計上されていた額の２分の１を

減額し、その減額分を新型コロナウイルス感染

症対策に市として活用いただきたい旨、議会と

して決定されたことを受け、今回減額するもの

でございます。 

 以上が議会費における今回の補正予算の概要
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でございます。御審議方よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で第１款・議会

費について終了いたします。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午前１０時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４３分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費について、財務部から

説明願います。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 財務部の次長で

尾﨑です。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） １１ページをお

願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目２・文

書広報費では７２万６０００円を計上しており

ます。これは、これまでも広報やつしろや市ホ

ームページ、公式ＳＮＳ等で発信してきました

新型コロナウイルス感染症防止対策や支援策に

ついて、一層の周知を図るために、これらに特

化した放送を１日２回６０秒間のスポットＣＭ

としてエフエムやつしろで令和２年９月まで行

う予定の費用でございます。 

 次に、目６・情報推進費では２２１９万５０

００円を計上しております。これは、新型コロ

ナウイルス感染症防止を図るために、市職員が

タブレット端末を活用して在宅勤務や民間事業

者等とのウェブ会議などを実施できるようＩＣ

Ｔ環境整備を行うものでございます。 

 次に、目７・交通防犯対策費では６００万円

を計上しております。これは、現在、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により利用者が大幅に

減少して落ち込んでいるタクシー需要を喚起

し、経済活動のＶ字回復につなげるため、割引

チケットの販売に係る経費について補助するも

のでございます。 

 次に、目９・コミュニティセンター費では２

０万円を計上しております。これは、新型コロ

ナウイルス感染症防止対策として、コミュニテ

ィセンター２０施設に非接触型体温計を配備す

るものでございます。 

 総務費は、以上でございます。御審議のほ

ど、よろしくお願いします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） タクシーチケットの補

助の分についてお伺いしたいんですけど、とて

もですね、喜ばれる施策じゃないかなと思いま

す。高齢者の方にはですね、病院通いとかでや

っぱりタクシーを利用される方もたくさんいら

っしゃるというふうに思うんです。 

 この仕組みをですね、もうちょっと教えてい

ただいていいですか。例えば、どこでどんな購

入の仕方をするのか。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課の福本です。よろしくお願いします。 

 仕組みといいますか、補助の概要としまして

は、まず、八代地域のタクシー事業者協会とい

うのがございます。八代市内に８社の事業者か

らなる事業者協会というのがございますが、そ

こが販売する割引チケットに対して、割引分を

市が補助するというものでございます。５００

０円のチケットを３０００円で販売していただ

いて、そのうちの２０００円を市が補助すると
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いうことでございます。チケットは、市内の全

社共通で使用できまして、有効期限は発売開始

から６か月以内とするということで予定してお

ります。 

 販売予定数につきましては、２５００セッ

ト、販売額が５０００円で計算しますと、１２

５０万円、うち市補助金が５００万円となりま

す。補助対象者は、八代地区のタクシー事業者

会ということになります。 

 補助対象の経費としましては、先ほどのチケ

ットの割引分の５００万円と事務経費として上

限を１００万円としております。 

 以上が事業の概要でございます。 

○委員（堀 徹男君） 例えば、皆さんです

ね、非常に関心があられる、とてもいい制度だ

と思うんですよね。できれば、今のような説明

の分に関しては資料を用意していただいて、例

えば、どこで誰が買えるんだと。例えば、購入

制限があるとかですね、そういったものがある

と非常に、今、耳で聞くだけよりももっと皆さ

ん、理解が深まるんじゃないかなと思うんです

けど、委員長どうしようかな、ペーパーで資料

がもらえればですね。 

○委員長（橋本幸一君） その前に、まず、購

入場所の質問に１つ答えてなかったということ

と、今の２つのもう一つの質問について。

（｢資料要求」と呼ぶ者あり） 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 購入場

所につきましては、各タクシー事業者が販売す

るということでございます。タクシー会社で購

入はできます。 

○委員長（橋本幸一君） それと今、資料請求

がございましたが、いかがいたしますか。

（｢お願いします」｢あれば」と呼ぶ者あり） 

 それでは、その資料を後で結構ですので、よ

ろしくお願いします。 

○委員（太田広則君） 関連して。タクシーに

乗ったときにタクシーの中で買えるんですか。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） その辺

の詳細な部分についてはですね、まだタクシー

事業者、業者と今詰めている段階でございま

す。なるだけ利便性がいいように、タクシーの

中でも販売ができるようにお願いしたいと考え

ております。 

○委員（太田広則君） 関連して。多分タクシ

ー事業者会の、まだ、この予算が通ってから打

合せされるんだろうと思いますが、広報とかは

どのように。これは広報したら、すごく２５０

０セットじゃ足らんような気がするんですけ

ど、その辺はどんな考えていらっしゃるんです

か。（｢足らん」｢足らん」｢足らんですよ」と

呼ぶ者あり） 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 今回、

この事業というのは、タクシー事業者会という

ところが事業主体として行っておるもんですか

ら、広報自体はですね、その事業者会が行うと

いうことになっています。 

 タクシー事業者会ではですね、先ほどの事務

経費等も含めて、中でですね、チラシの部分の

経費もうちのほうで見込んでおりまして、タク

シー業界のほうでチラシも作成されてチラシを

配布されるということで、制度のほうは考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） じゃ、意見にさせてい

ただきます。 

○委員（橋本徳一郎君） ＩＣＴ高速化対応の

事業の分で、概要の資料の中にですね、内訳が

ちょっと入ってます。この中のリモート接続ク

ライアント等ライセンス使用料というのが入っ

ているんですけど、これは、リモートというこ

とは、購入した端末をリモートでメンテナンス

かなんかするというふうなことでいいでしょう



 

－13－

か。 

○情報政策課長（早木浩二君） 情報政策課、

早木でございます。 

 今のリモートによりますライセンス使用料と

いうことでございますけども、今回考えており

ます、この在宅勤務によりますですね、やり方

でございますけども、リモートデスクトップ方

式というものを考えておりまして、既存のパソ

コンをですね、遠隔操作をする方法を取りたい

というふうに考えております。 

 卓上のですね、パソコンの画面を、今考えて

おりますタブレットＰＣに転送する方法という

のを取りまして、データはですね、机上のパソ

コンのほうに残って、タブレットＰＣのほうに

はデータファイルは保存されないということに

なります。そのリモートデスクトップ方式を取

ります保守料ということになります。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） つまり、今、市役所

とか支所で使われているパソコンに接続して、

その作業をタブレットＰＣの上でするというふ

うな理解でいいんですね。 

○情報政策課長（早木浩二君） はい、そうい

うことでございます。机上のですね、パソコン

の画面をタブレットＰＣのほうに、これが自宅

で作業するのか、執務室以外のですね、場所で

作業する場合に、机上のパソコンの画面をタブ

レットＰＣに転送をすると。操作をそのタブレ

ットＰＣで行うということになります。 

 ですから、データはですね、全部その机上の

パソコン、今、職員がですね、持っております

パソコンのほうに残るという形になりまして、

作業自体は机上のパソコンが行っているという

形になります。よろしいでしょうか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、分かりまし

た。 

 もう一ついいですか。そうなると、今の市役

所の中の接続で入るということになるんですけ

ど、暗号化されるということみたいですけど、

そのネットワークはどういうふうな形でつなぐ

んですかね。 

○情報政策課長（早木浩二君） そのリモート

デスクトップ方式を取りましてですね、机上の

パソコンのほうに接続をする場合にはですね、

専用回線を使用して接続をしたいというふうに

考えております。ネットワーク回線はですね、

専用回線と同等のセキュリティーを持ち、コス

ト的にも優れておりますＶＰＮ方式──バーチ

ャル・プライベート・ネットワークという方式

でございますけれども、こちらを採用したいと

いうふうに考えております。比較的秘匿性が高

くてですね、ＬＴＥ回線でありますとか、Ｗｉ

ＭＡＸなどのポケットＷｉＦｉによりますリモ

ート環境は、そのＶＰＮ回線と同等の効果はあ

りますけれども、導入に当たって、経費が発生

する、あるいは後年度にまた費用が発生すると

いうことになりますので、今回はバーチャル・

プライベート・ネットワークという方法を取り

たいというふうに思います。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「分かりまし

た」と呼ぶ） 

○委員（堀 徹男君） 関連でいいですか。現

在のそのやり方ですよ。職員さんの、例えば、

パソコンは自宅に持ち帰ってはならない、デー

タは持ち帰ってはならないとかっていう、何か

ルールがあるんじゃないかなと思うんです。暗

号化のソフトの保守料を今回上げられてますけ

ど、それは８５台導入されるタブレットについ

てのみの暗号化ソフトの保守料というふうに捉

えていいんでしょうか。 

 あわせて、現在はそのセキュリティーという

のはどのようにされて対応されてたんでしょう

か、教えてください。 

○情報政策課長（早木浩二君） 暗号化ソフト

につきましては、導入を考えておりますタブレ

ットＰＣ８５台のみというふうに考えておりま



 

－14－

す。この暗号化ソフトウェアでございますが、

タブレットＰＣに導入をいたしまして、持ち運

びの際にですね、もしも紛失とか、盗難等があ

りましたときに電子ファイルを保護でき、被害

的に最小限に抑えられるということでございま

すので、つまりですね、このタブレットＰＣの

中に入っているデータというのは常に暗号化を

されておりまして、そのタブレットＰＣから出

た瞬間にといいますか、常に暗号化されており

ますので、外にそのファイルを持ち出してもで

すね、暗号化されとるということですので、非

常に解読をするのにですね、手間や時間がかか

るということで、ファイルを開くことができな

いからセキュリティーが高いというふうに考え

ております。 

 それから、現在はですね、ファイルサーバー

のほうに全てデータはですね、保管しておりま

す。また、机上のパソコンのほうにですね、保

管をしておりまして、暗号化はされておりませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） ８５台導入されるとい

うことなんですけど、ちみなにどなたがどのよ

うな使い方をされると想定されていますか。 

○情報政策課長（早木浩二君） ８５台の内訳

でございますけれども、市長、副市長、教育

長、それから代表監査委員ですね。それと政策

審議監をはじめ、各部に１台ずつ。議会事務局

も含めましてですね、１０台考えております。

それから、各課にですね、１台ずつ。６４課ご

ざいますので、６４台ということになります。

もし不具合が出たりしますとですね、いけませ

んので、予備機として６台をですね、予定をし

ておるところです。 

 以上でございます。（委員堀徹男君「ありが

とうございました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） ほかにございません

ので、以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（堀 徹男君） 先ほどのタクシーチケ

ットについてなんですけれども、例えば、購入

の制限とかですね、があるのかなとか、いろい

ろ制度設計といって、そこまでは言いませんけ

ど、仕組みはしっかりですね、検討されてつく

られるようにですね、お願いしたいと思いま

す。 

 とてもプレミア率も高いですし、使いたいと

思えばですね、１人でたくさん購入をしてしま

うというようなことがないようにですね。本当

におじいちゃん、おばあちゃんが病院に行くよ

うなときに使えるようなですね、使い勝手のい

い仕組みにしていただきたいなと思います。 

 それともう一点いいですか。今回、コロナの

影響でＩＣＴ高度化ということでですね、取組

をされるということなんですけれども、今後、

今先ほどお伺いしたように、例えば、暗号化も

ですね、されていないというような状況で外部

とのやり取りが発生する場合もないとは言えな

いわけですよね。今後、やはりもう少しＩＣＴ

化に向けての計画みたいなのをぜひ立てられ

て、八代市の取組としてですね、何か計画を立

てられたらどうでしょうかという意見をつけ加

えさせていただきたいと思います。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で意見を終了し

ます。 

 以上で第２款・総務費について終了いたしま

す。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 
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（午前１１時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０１分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費について、総務企画部

から説明願います。 

○総務企画部総括審議員兼次長（黒瀬琢也君） 

 総務企画部次長の黒瀬です。よろしくお願い

いたします。 

 消防費につきまして御説明申し上げます。着

座にて御説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○総務企画部総括審議員兼次長（黒瀬琢也君） 

 ６月定例会議案書その２、１５ページをお願

いいたします。下段の表でございます。 

 款８・消防費、項１・消防費、目４・防災管

理費で１７８８万３０００円の補正予算を計上

しており、補正後の総額は９億７７４８万４０

００円となります。この補正予算の財源は、全

額国の地方創生臨時交付金でございます。これ

は、感染症対策をさらに推進するため、手洗い

用の液体石けん、設置も簡単で消毒も可能な間

仕切り、案内標識など避難所開設に必要なもの

をまとめた運営キット、体調が悪くなった避難

者と対面する際に使用するフェースシールドな

ど、避難所での生活や運営に必要な整備を行う

ものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 各避難所にということ

なんですけれども、段ボールの間仕切りは何セ

ットぐらいというのと、それぞれに配置される

と思うんですよね。まず、その数と。 

 それからですね、段ボール。今ほとんど第１

次避難所に指定しているのはコミセンなんです

よね。そこに段ボールの間仕切りセットを置け

る場所があるのかっていう、どこに保管をされ

る計画なのかとかですね、その辺もう少し教え

ていただいていいですか。 

○理事兼危機管理課長（廣兼和久君） 危機管

理課、廣兼でございます。お願いします。 

 間仕切りにつきましてはですね、段ボールの

間仕切りを４４か所に１５セット、それとワン

タッチで開く間仕切りを４４か所に７セット購

入予定でございます。この２つの違いはです

ね、最初、ワンタッチ間仕切りというのがプラ

スチック製で、ちょっとテントみたいな感じに

なっているやつでございます。設置も簡単にで

きるというところです。それと、普通の段ボー

ル間仕切りを併せて併用するというところでご

ざいます。 

 場所についてはですね、各コミセンに置ける

だけの分は置こうと思っておりますが、置けな

い分に関しましてはですね、市内のある市有施

設で保管ができるところにちょっと分散して置

こうというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） そのセット数を想定さ

れたときのですね、１避難所当たりの想定人数

というのはどれぐらいでつくられましたか。何

人ぐらい避難をするというところで。避難者の

数。 

○理事兼危機管理課長（廣兼和久君） 避難者

の想定ですが、これまで１.５平米ということ

でしていたのを４平米ということで計算をし

て、しております。ただ、今回買うセットで十

分足りるかということになりましたら、ちょっ

とその辺はまだ分からないとこではございま

す。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 今回ですね、アルコー

ル消毒液とかっていうのを購入されて置かれる

ということなんですけど、使用期限がですね、

非常に短かったりとかして、備蓄するにはです

ね、非常に気を遣う物品でもあるんですよね。

そこら辺の購入のローテーションとかっていう

のも考えながらですね、今後は必要な備蓄数、

配付数を考えて、必ず、例えば、１０００セッ

トなら１０００セット、キープできるような状

態にしていただければなというふうには思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに意見ございま

せんか。 

○委員（中村和美君） 先ほど、保管。できれ

ば小中学校の空き教室とかなんかもですね、対

応、その中の対策に入れとったほうがいいんじ

ゃないかと思います。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午前１１時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０７分 本会） 

◎議案第５３号・専決処分の報告及び承認につ

いて（令和２年度八代市一般会計補正予算・第

４号） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第５３号・令和２年度八代市一般

会計補正予算・第４号に係る専決処分の報告及

びその承認についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 財務部の尾﨑で

す。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 議案書の１ペー

ジをお願いします。 

 議案第５３号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、令和２年度八代市一般会計補正予算

書・第４号で、新型コロナウイルス感染症に関

する国の１次補正予算が４月３０日に成立した

ことに伴い、早急な対応を行う必要から、同日

付にて専決処分を行ったものでございます。 

 総務委員会付託分について説明します。 

 それでは、５ページをお願いします。 

 第１条で歳入歳出予算の補正でございます

が、歳入歳出それぞれ１２８億円を追加し、補

正後の総額を歳入歳出それぞれ７３３億８５９

０万円といたしております。 

 それでは、歳入を説明いたします。 

 １０ページをお願いいたします。 

 款１４・国庫支出金、項２・国庫補助金、目

１・総務費国庫補助金、節１・総務管理費補助

金で１２８億円を増額しております。これは、

今回の補正予算により、新型コロナウイルス感

染症防止に取り組む全ての市民に対して、１人

につき１０万円の特別定額給付金を給付する経

費につきまして、全額、国からの補助金でござ

います。 

 以上が歳入の説明でございます。 
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 引き続き、総務費の歳出を説明させていただ

きます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目１３・

特別定額給付金給付事業費では、１２８億円を

計上しております。これは、先ほど歳入で説明

いたしましたが、新型コロナウイルス感染症防

止に取り組む全ての市民に対して、１人につき

１０万円の特別定額給付金を給付する１２７億

円と、給付に係る事務費として会計年度任用職

員の報酬や一般事務職員の時間外勤務手当、申

請書の印刷や郵送経費など、合わせて１億円で

ございます。 

 なお、６月１１日現在で、八代市全世帯の約

９６％となる約５万４７００件の申請を受け付

けております。また、給付の状況につきまして

は、本日６月１２日までに全世帯の約９５％の

世帯に給付を行う見込みでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第４号に係る専決処分の報告及びその

承認については、承認するに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１１分 本会） 

◎議案第５５号・八代市定住支度金条例の廃止

について 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第５５号・八代市定住支度金条例の廃止

についてを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課の福本です。よろしくお願いいたします。

着座にて説明させていただきます。 

 それでは、八代市定住支度金条例廃止につい

て御説明いたします。 

 この条例は、平成１７年８月の合併時におき

まして、旧坂本村、千丁町、東陽村、泉村の公

営住宅地の分譲に伴う移住定住のためのそれぞ

れの施策を引き継いだ条例となっております。 

 当時の合併協議におきましては、公共的な必

要性、有効性、公平性の観点から、旧町村での

それぞれの施策を一旦廃止しまして、新市にお

いて制度化するため、条例を制定しました。 

 また、新たに鏡町の港区宅地造成地や輝き・

ニュータウン有佐も含めて制度化しました。 

 新市の新制度では、支度金の額を１世帯当た

り１０万円に統一しまして、新市へ引き継いだ

全２４区画の分譲地におきまして早期の完売を

目指してまいりました。 

 今回、市議会へ御提案するに至った経緯とし

ましては、全２４区画におきまして完売となり

まして、対象者の方への支度金の支給を完了し

たことにより、条例を廃止するものでございま

す。 

 参考としまして、最後の支度金の給付となっ

た事例を御紹介しますと、平成３１年２月に宇

城市の方が、東陽町の平野団地の分譲地を購入

され、その後、住宅を建築され、申請されたの

が令和元年１１月となり、その支度金を令和元
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年１２月に支給しております。 

 これをもって対象者の方への支度金の支給を

全て完了しております。 

 以上が説明となります。御審議よろしくお願

いします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５５号・八代市定住支度金条例の廃止

については、原案のとおり決するに賛成の諸君

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部は御退出ください。 

 次に、本委員会に付託となっている請願・陳

情はありませんが、郵送にて届いております要

望書等につきましては、写しをお手元に配付し

ておりますので、御一読いただきたいと存じま

す。 

 以上で付託されました案件の審査は、全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員会報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 小会いたします。 

（午前１１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１５分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関連して２件、総合計画の策定推進等に関

する諸問題の調査に関連して２件、執行部から

発言の申出があっておりますので、これを許し

ます。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（新庁舎建設工事の進捗状況等について） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、まず、新

庁舎建設工事の進捗状況等についてをお願いい

たします。 

○建設部長（潮崎 勝君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）ただいま委員長から御指名がございま

した、所管事務調査でございます。 

 新庁舎建設工事の進捗状況等について、建設

部より御説明させていただきます。着座にて説

明してよろしいでしょうか。 

○委員長（橋本幸一君） はい。 

○建設部長（潮崎 勝君） それでは、お手元

のほうに委員会資料、所管事務調査でお配りし

ております、このレジュメに沿いまして御説明

したいと思います。 

 まず、御承知のとおり、４月から建設部のほ

うに新庁舎建設課が移管されております。今

後、新庁舎建設事業につきましては、建設部が
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主になって当委員会への説明をすることになり

ますので、改めましてよろしくお願いしたいと

思います。 

 レジュメの１番になります。建設部と財務部

の役割分担ということで簡単に御説明します。 

 ４月の移行に伴いまして、過去、財務部で所

管しておりました事業の中身をある程度建設部

と財務部で分担を取り決めております。 

 新庁舎建設に係る技術的業務の全般におきま

しては、当建設部が責任を持って取り組んでま

いります。庁舎完成後の維持管理に関する業務

につきましては、現在もその業務を一部進めて

おりますので、この部分については財務部の資

産経営課が主になって行うということになりま

す。 

 引き続きまして、２番、３番につきましては

担当課長より説明いたさせますので、よろしく

お願いいたします。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）今年度より新庁舎建設課の課長となり

ました豊田でございます。よろしくお願いしま

す。着座にて説明いたします。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） それで

は、お配りしております資料の１ページ、２.

工事についてと３.ＣＬＴ製造業務委託につい

ての進捗について御説明いたします。 

 まず、２.工事について説明いたします。 

 工事概要として、工事番号、令和元年度新建

工第１号。工事件名、八代市新庁舎建設工事。

請負者、前田建設工業・和久田建設・松島建設

建設工事共同企業体。請負金額１２９億８００

０万。契約日、令和元年９月３０日です。契約

工期といたしまして、令和元年９月３０日から

令和３年１０月２９日までとなっております。

地鎮祭が令和元年１１月２７日に行われており

ます。建物の概要として、延べ床面積２万７４

６５.５平米。階数、地下１階、地上７階建て

です。 

 本格着工としましては、皆さん御承知のとお

り、１１月２７日の起工式を経て着工しており

ます。 

 次に、（２）工事の進捗状況について、資料

に記載してあります地盤改良工事、山留めの工

事及び施工中のくい工事の概要等を御紹介させ

ていただきます。 

 お配りした資料の２ページをお願いします。 

 全景の写真がありますけど、上の段が令和元

年１１月末時点の施工状況です。これは、地盤

改良工事に取りかかったばかりの状況です。下

段の写真が、今年５月末時点でくい工事を行っ

ている全景の写真です。 

 ３ページをお願いします。 

 地盤改良工事について説明いたします。 

 この工事というのは液状化対策を目的として

行います。今回採用した工法は、静的締固め砂

ぐい工法と言われるもので、無振動、低騒音で

施工可能であることから、当該工法を採用して

おります。 

 施工の手順について、左の図で説明いたしま

す。 

 まず、最初にケーシングパイプという鋼管を

所定の深さまで、③の位置まで貫入します。そ

の後、回転圧入を繰り返しながら砂ぐいを造成

します。最終的な完成形としては図の⑥のよう

な形になります。 

 この施工箇所といたしましては、図面にあり

ます、砂ぐいと書いています丸印と、丸にバツ

印の箇所を施工しております。全体的な施工数

量としては９４６本施工しております。 

 次に、山留め工事について説明いたします。 

 ４ページをお願いします。 

 山留め工事は、掘削による周りの土砂の崩壊

や地下水の流れ込みを防ぐために行います。 

 今回、新庁舎の工事について採用した工法
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は、一般的な鋼矢板と言われる矢板よりもより

遮水性の高い柱列式連続壁工という工法で、通

称ＳＭＷという工法を採用しております。 

 施工法は、左上の図のような手順で進めてい

きます。地盤を掘削しながら、土とセメントを

混合、攪拌し、地中に連続した壁体を造成する

ものです。 

 また、左下の図に赤色で着色した部分は自立

のために芯材として鉄骨を挿入しております。

施工数量は深さ２０メーターで、施工長さは約

３５０メーターとなっています。真ん中の図に

あるような、建物を赤で囲っている部分が造成

した壁体です。 

 次に、くい工事について御説明いたします。 

 ５ページをお願いします。 

 くい工事というのは、建物全体を支えるため

に支持層までくいを造成するものです。 

 今回、新庁舎建設工事で採用したくいの種類

は、場所打ち鋼管コンクリートぐいで、工法は

オールケーシング工法とアースドリル工法によ

る拡底ぐいです。拡底ぐいというのは、くいの

先端部を軸部の径より大きくしたくいで、より

大きな支持力を得られることから採用しており

ます。 

 施工手順としては、左の図のような手順で③

のように地中にケーシングを圧入し、それで穴

が崩れないようにケーシングで保護しながら掘

削・土砂の排土を行い、④で軸部の掘削が完了

します。 

 その後、そこの拡底部なんですけど、くい先

端の拡底の作業というのは、アースドリルとい

う特殊なドリルを使い、くいの底を広げていき

ます。最終的に図面どおりに掘削ができている

かどうかの計測を行います。これが７番の孔壁

測定という作業になります。それが終われば、

鋼管と鉄筋かごを挿入し、併せてコンクリート

を打設しながらケーシングを引き抜いて１本の

くいが完成いたします。大体１本のくいの打設

完了までは３日ほどかかります。 

 施工概要としては、くい径約２メーター、く

い長２０メーターのくいを６０本施工していく

ものです。今日現在において、くいは６０本中

５６本まで施工完了しております。以上がくい

工事までの概要です。 

 次に、（３）工事進捗の特記事項について説

明いたします。 

 まず最初に、新庁舎建設工事のくいの施工に

おける地下水の汚濁防止対策について御説明い

たします。 

 ６ページと７ページをお願いします。 

 本工事の特徴として、敷地内に松江城水源地

という上水の水源が存在していることがあげら

れます。 

 設計段階から、この水源には配慮して設計し

ており、建物の規模、工期及び施工性などから

現在施工を行っているくいを採用しておりま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 実際の施工に当たり、図面右下の水源井戸と

一番近いくいは５０メートル離れ、また図面左

側に示す水源の取り込みパイプの深さについて

も、くい先端より５メーター深いこと、さらに

地質調査資料により、くいを掘削した穴、これ

を孔壁といいますが、この孔壁が崩れないと判

断し、拡底部分は清水、いわゆる水を注入して

行うこととしました。 

 この立てた計画により、実際の地層の確認を

行うため、試験ぐいというのを最初の１本目で

施工します。施工した部分が、中央に試験ぐい

という標記がある位置に実際・掘っておりま

す。そうしましたところ、拡底部分の地質が想

定よりももろく、清水では保護ができないこと

が判明いたしました。 

 そこで、孔壁の保護対策として、一般的に利

用されるベントナイト溶液を安定液として使用

することにしました。この溶液自体は、環境基
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準もクリアし安全なものですが、孔壁が崩壊し

濁りが発生する可能性がゼロではないため、水

道局と対策を協議し、次の対策を取ることにし

ました。 

 まず、濁りの発生を事前に把握するために、

観測井戸を水源と一番近いくいの中間に設け、

ここで濁度の観測を２４時間行っております。 

 次に、地盤面下のことなので、地下水の流れ

の関係から、万が一、観測井戸で濁りが出なく

ても水源で濁りが出た場合には、左図にある既

存井戸を使用できるように整備し、上水の保全

のための配慮を行っております。 

 上水の保全対策として、説明しました対策を

講じておりますが、幸いなことに濁りなどの異

常は発生しておりません。 

 現在の工事進捗については、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止策として、工事を一時中止

したいとＪＶ側から申入れがあったため、市と

して、この申入れを受入れ、４月２６日から５

月１０日まで工事を一時中断しておりました。 

 また、先ほど説明しました地下水汚濁防止対

策、当初想定していなかった複合的な要因によ

り若干の遅れはありますが、工程全体の見直し

や調整を行い、当初予定の令和３年４月中旬の

上棟を目指していきたいと考えております。 

 ３のＣＬＴ製造業務委託について説明いたし

ます。 

 業務概要について。 

 本業務は、地元産材の活用を目的とし、構造

材として使用するＣＬＴに関し１００％市産材

で製造するために、市が材料の調達からＣＬＴ

のマザーボードの製造まで行い、建設業者に材

料を支給する業務です。 

 委託業務名は、八代市新庁舎建設工事に係る

ＣＬＴ製造業務。受託者、八代森林組合、代表

理事組合長、西坂栄樹。契約日、令和元年９月

３０日。受託金額２億２４０万円。履行期間、

令和元年９月３０日から令和３年５月３１日で

す。 

 次に、ＣＬＴ製造業務委託の状況について御

説明いたします。 

 資料の８ページをお願いします。 

 まず、原木調達ですが、４月末時点で計画数

量４５００立米に対して約４０９０立米の伐採

が完了しております。 

 製材業務についても順調に進んでおり、予定

数量の８割は製材を完了しており、製材した材

料も順次ＣＬＴの製造工事へ出荷済みとなって

おります。 

 製造については、先月の２６日から２８日に

原寸大の鉄骨を現場で組み、ＣＬＴの実際の納

まりの実証実験を行っております。この実験結

果を踏まえて最終的なＣＬＴのマザーボードの

寸法や必要枚数が決定し、それからの制作とな

るため、若干の遅れはありますけど、全体の納

入工程には影響はないものと考えております。 

 今後も、来年１０月末の完成までしっかりと

工程の進捗管理を行いながら進めていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。終わります。 

○委員長（橋本幸一君） 以上ですか。（新庁

舎建設課長豊田浩市郎君「以上です。すいませ

ん」と呼ぶ）ただいま説明願いましたが、本件

について何か質問等ございませんか。 

○委員（太田広則君） 確認です。くい施工で

異常が見られなかったということで、私どもも

安心してるんですけども。ざっくりインプット

しておきたいんですが、この試験くいですね。

一番深く何メートルまで行ったというのをちょ

っと……。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） 地盤面か

ら一番くい先端までの高さが３１メーターで

す。 

○委員（太田広則君） ３１メーター。という

ことは、３１メーターまで掘削したというふう

に捉えてよろしいんですか。（新庁舎建設課長
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豊田浩市郎君「そうです。地盤面から、そうで

す」と呼ぶ） 

 はい、了解しました。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） ほかになければ、以

上で新庁舎建設工事の進捗状況等についてを終

了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３１分 本会） 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（令和２年度企画政策課において策定予定の計

画等について） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、令和２年度企画政策課において策定予

定の計画等についてをお願いいたします。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課の福本です。よろしくお願いします。着座

にて説明いたします。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 資料が

こちらになります。 

 それでは、令和２年度企画政策課において策

定予定の計画等について御説明いたします。 

 説明資料の１ページをお開きください。 

 令和２年度に企画政策課におきまして、改定

を予定しております計画は７つございます。計

画策定の数が多い中、今後、市議会におきまし

て、適時御報告いたしますので、御意見をお聞

きし、計画策定に反映してまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、７つの計画の概要等について簡単

に御説明申し上げます。 

 まず、①重点戦略でございます。 

 計画の概要としましては、八代市重点戦略

は、策定から２年を経過しまして、３５の取組

のうち１３の取組におきまして、その成果が出

ていること、また、社会経済情勢の変化など、

外部環境の変化に対応していく必要がございま

す。そのため、中間の見直しを行い、残り約２

年間で６つの戦略のさらなる深化を目指しま

す。 

 現在の計画期間は、平成３０年度から令和３

年度の４年間となっており、改定後の計画期間

にも変更はございません。 

 市議会への報告時期としましては、令和２年

６月で、この後、詳細について御説明いたしま

す。 

 次に、②地域公共交通計画でございます。 

 本計画は、将来にわたり市民の生活を支える

持続可能な地域公共交通体系の構築に向けた取

組を定めるものでございます。 

 国の地域公共交通活性化再生法等の制度改正

の内容を反映し、現計画を踏まえ、新たな計画

を策定いたします。 

 現在の計画期間は、平成２７年４月から令和

２年９月までの５年間となっており、改定後の

計画期間は、令和２年１０月から令和７年９月

までの５年間となります。 

 市議会への報告時期としましては、令和２年

６月及び９月を予定しており、この後、策定の

方向性につきまして詳細を御説明させていただ

きます。 

 次に、③新市建設計画でございます。 

 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債

の特例に関する法律の一部を改正する法律が平

成３０年４月に施行され、合併特例債を発行で

きる期間が５年間延長されたことに伴い、現計

画を変更します。 

 現在の計画期間は、平成１７年度から令和２

年度までの１６年間となっており、改定後の計

画期間は、平成１７年度から令和７年度までの

２１年間となります。 

 市議会への報告時期としましては、令和２年



 

－23－

１２月を予定しております。 

 次に、④過疎地域自立促進計画（仮称）でご

ざいます。 

 現在の過疎地域自立促進特別措置法が本年度

をもって失効します。そのため、国においては

新たな過疎対策法が策定される予定でございま

す。 

 本市においても、国の動きに呼応し、次期計

画を策定いたします。 

 なお、御承知のとおり、過疎地域に指定され

ますと、財政的に有利な過疎対策事業債が活用

できることとなります。 

 現在の計画期間は、平成２８年度から令和２

年度までの５年間となっており、改定後の計画

期間は、令和３年度から令和７年度までの５年

間となります。 

 市議会への報告時期としましては、令和２年

１２月を予定しております。 

 次に、⑤辺地総合整備計画でございます。 

 現在の辺地総合整備計画の計画期間が、本年

度をもって終了いたしますので、辺地法に基づ

き、次期計画を策定するものでございます。 

 なお、辺地に地域指定されますと、過疎地域

よりも財政的に有利な辺地対策事業債が活用で

きることとなります。 

 現在の計画期間は、平成２８年度から令和２

年度までの５年間となっており、改定後の計画

期間は、令和３年度から令和７年度までの５年

間となります。 

 市議会への報告時期としましては、④の過疎

地域自立促進計画と併せて、令和２年１２月を

予定しております。 

 次に、⑥第２期総合戦略でございます。 

 第１期に引き続き、人口減少問題や地方にお

ける安定した雇用の創出を目指し、本市の目指

すべき将来像に向けた戦略を策定するものでご

ざいます。 

 現在の計画期間につきましては、本来であれ

ば平成２７年度から令和元年度までの５年間で

ございましたが、新型コロナウイルス感染症の

影響によりまして１年間延長し、最長令和２年

度までとしております。 

 改定後の計画期間は、令和２年度から令和６

年度までの５年間となります。年度途中ではご

ざいますが、次期計画を策定した段階で、現計

画から新計画へ切り替えるものでございます。 

 市議会への報告時期としましては、令和２年

９月を予定しております。 

 次に、⑦定住自立圏共生ビジョンでございま

す。 

 定住自立圏形成協定につきましては、平成２

７年に氷川町、平成２８年に芦北町と締結しま

した。この協定に基づき、八代市が中心市とな

り、氷川町、芦北町と役割分担し、生活機能の

確保のための事業を実施し、人口定住を図るも

のでございます。 

 第２期定住自立圏共生ビジョンでは、第１期

において取り組んだ事業を基に、圏域全体の将

来像や今後５年間で推進する具体的取組を策定

いたします。 

 現在の計画期間は、平成２８年度から令和２

年度までの５年間でございます。改定後の計画

期間は、令和３年度から令和７年度までの５年

間となります。 

 市議会への報告時期としましては、令和２年

９月及び１２月を予定しております。 

 以上が、本年度企画政策課において策定予定

の計画等となります。このように、本年度にお

きましては、計画策定の数が多い中ではござい

ますけれども、今後、適時に御報告し、御意見

をお聞きしまして、計画策定に反映してまいり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わり

ます。 

○委員長（橋本幸一君） 本件について何か質

問、御意見等ございませんか。 
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○委員（太田広則君） すいません、確認です

けども、２番の地域公共交通計画ですね。今年

の９月で改定の時期に入っていきますけども、

御存じのとおり、八代市街地循環バス、この３

年間、路線変更等ができなかったという中で、

市民の皆さんからいろんな路線変更の要望が出

てます。こういうのは、次回の八代市地域公共

交通会議前にそういう案があったら、出したが

いいんでしょうか。 

○委員長（橋本幸一君） 太田委員、後でです

ね、この地域交通計画の部分についてはありま

すから、全体のこの見直しの項目の部分につい

て、細部については後で。 

○委員（太田広則君） じゃ、いいです。い

や、もう俺、これで終わりかなと思ったもんで

すから。 

○委員長（橋本幸一君） 一応見直しの部分

が、事項が羅列されています。それについてよ

ろしいですか。 

○委員（太田広則君） じゃ、よかです。後

で。 

○委員（成松由紀夫君） これ、見直しという

ことですけども、こやんて表で見ると、もう１

０以上。この一部達成というても、もう全部ほ

ぼほぼ達成してありますですよね。その見直し

の内容変更等々といっても、これは達成したか

ら見直しというところで、全体的に項目があげ

てあると思うですけど、大変企画政策課は頑張

ってやられたなとは思う中で、この見直しを所

管するというか、課長……。 

○委員長（橋本幸一君） 成松委員、これも八

代市重点戦略の見直しについて、また後であり

ますので。 

○委員（成松由紀夫君） はい、じゃ、後ほど

結構です。 

○委員長（橋本幸一君） 全体の計画の中…

…。 

○委員（成松由紀夫君） 全体で言おうかなと

思うんですけど。 

○委員長（橋本幸一君） 全体の。 

○委員（成松由紀夫君） うん、全体のこの見

直しの部分の。 

○委員長（橋本幸一君） ７つのこの計画の見

直しがありますという、この大項目についての

質問ということで、後でまた重点戦略について

は別個また説明がありますので。 

○委員（成松由紀夫君） 項目別じゃなくて、

その所管されるところをちょっと聞きたかった

んですね。 

○委員長（橋本幸一君） じゃ、どうせ次回あ

れば、前もって。 

○委員（成松由紀夫君） 所管するところでい

くと、イメージ的に政策審議監のところで最終

的に課長さん、部長さんたちでもんでいかれる

のか、副市長も含めて。最終的には副市長、市

長も行くんでしょうけど。ここの担当的に言う

たら、政策審議監になっとですかね、どこにな

っとですかね。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 今、リ

ーダーシップを取っていただいているのは政策

審議監でございます。ただ、決裁の段階では副

市長、市長まで行くことになります。（委員成

松由紀夫君「はい、分かりました。以上です」

と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、以上で令

和２年度企画政策課における策定予定の計画等

についてを終了いたします。 

                              

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（八代市重点戦略の見直しについて） 

○委員長（橋本幸一君） 次に、八代市重点戦

略の見直しについてをお願いいたします。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政
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策の福本です。よろしくお願いします。着座に

て説明いたします。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） それで

は、八代市重点戦略の見直しについて御説明い

たします。 

 ２ページ、八代市重点戦略～更なる深化～概

要版をお開きください。 

 まず、八代市重点戦略の見直しにつきまして

は、第２次総合計画の第１期基本計画の計画期

間の平成３０年度から令和３年度までの４年間

で、特に重点的に取り組む施策や事務事業等を

取りまとめたものとなっております。 

 現在、重点戦略の中で３５の取組を重点取組

として掲げております。策定から２年を経過

し、１３の取組において、その成果が出ている

ことや社会経済情勢など外部環境の変化に対応

していく必要がございます。そのため、中間の

見直しを行い、残り２年間で６つの戦略のさら

なる深化を目指すこととしました。 

 次に、２、見直しの内容でございます。 

 まず、今回の見直しに当たっては、事業や整

備が完了したものなど、既に達成された取組に

つきまして、今後、さらなる活用や充実を図る

ための見直しを行っております。 

 また、外部環境の変化によって、新たな要素

が生じたものなどにつきましては、取組の拡充

や取組の新規設定を行ったところでございま

す。 

 その結果、達成済みの取組が７つ、内容変更

を行った取組が８つ、新規設定をした取組が４

つとなり、最終的には３９の取組を重点戦略の

中に掲げることにしました。 

 また、今回の改定では、新たに（３）新型コ

ロナウイルス感染症に対する緊急対策の追加を

行っております。 

 御承知のとおり、新型コロナウイルスの感染

拡大に伴い、市民生活や本市経済への影響が深

刻なものとなっております。その対策につきま

しては、社会全体の喫緊の課題となっておりま

す。 

 そこで、今回重点戦略の見直しに合わせて、

新型コロナウイルス感染症対策についても、本

市の最優先課題として、新たに重点戦略の中に

盛り込むこととしました。 

 それでは、３ページ、八代市重点戦略、重点

取組の見直しについてをお開きください。 

 まず、左端、重点戦略の欄に記載しておりま

すのが、この重点戦略を構成する６つの柱、重

点戦略となっております。 

 重点戦略の１から５までが市長の基本政策と

なっておりまして、次ページの戦略６につきま

しては、市民アンケートを基に設定したものと

なっております。 

 これら６つの戦略につきましては、重点戦略

の柱であり、根幹となりますので、今回見直し

は行っておりません。 

 見直しの対象としましては、資料の前期の欄

に記載しております重点取組やそれにひもづく

推進方針及び事務事業などを対象としておりま

す。 

 今回、この前期の欄に記載された重点取組に

ついて見直しを行いました。なお、変更等があ

ったものにつきましては、資料中央の後期の欄

に朱書きで記載しております。 

 それでは次に、具体的な見直し内容につい

て、上から順に御説明いたします。 

 まず初めに、重点戦略１、農林水産業の更な

る振興の前期の欄、⑤い草刈取機（ハーベス

タ）の導入支援と移植機の生産再開の実現の行

を御覧ください。 

 この重点取組につきましては、い草刈取機の

導入支援が昨年度で終了しました。このため、

今後は生産体制や需要拡大に向けた取組を推進

していくため、取組名をい草の生産体制の強化

と八代産畳表の需要拡大と変更しております。 
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 次に、重点戦略２の①大型クルーズ客船入港

に伴うインバウンド需要を取り込む体制の構築

です。 

 この重点取組につきましては、今後、受入れ

環境の整備を推進していくため、取組名をイン

バウンド需要を取り込む環境整備としておりま

す。 

 続きまして、②八代民俗伝統芸能伝承館の建

設でございます。 

 令和３年度の開館を控え、民俗伝統文化財の

公開など、施設の完成後の活用についても推進

していく必要がございます。そのため、取組名

を八代民俗伝統芸能伝承館の整備と活用に変更

しております。 

 次は、新規の取組となります。 

 重点戦略２、後期の欄、⑦球磨川流域の魅力

づくりの推進を御覧ください。 

 こちらは、昨年春に完成した八の字堰、先月

５月に利用を開始しました坂本町の川遊び交流

拠点施設かわの家、８月に開場予定の遙拝八の

字広場など、かわまちづくり事業の推進を含

め、球磨川流域の地域資源を活用した交流人口

の拡大を図っていくため、今回新規の取組とし

て設定しております。 

 次に、重点戦略３でございます。 

 前期の欄の①幼稚園、小・中学校の普通教室

にエアコンの設置、③高校３年生までの医療費

無料化の実現、⑤熊本県立県南高等支援学校

（仮称）の誘致を実現、⑥八代市学校・子ども

教育応援基金の創設、⑧産後ケア事業の導入、

⑨学校施設の非構造部材の完全耐震化、この６

つの重点取組につきましては、進捗状況の欄に

記載しておりますとおり、既に達成された取組

となっております。 

 次に、②高齢者・障がい者などの徘徊行動を

見守るシステムの導入を支援につきましては、

徘回・認知症高齢者等の早期発見が可能となり

ます探知機の導入支援が昨年度から開始されて

おります。今後は、高齢者等を地域全体で支え

合う体制を構築していくため、取組名を高齢

者・障がい者などを見守る体制の充実と変更し

ております。 

 続いて、④市民の健康づくりを支援するた

め、健康づくり応援ポイント制度を導入につき

ましても、ポイント制度の導入が既に平成３０

年度に行われております。今後は、制度を活用

した健康づくりを推進していくことを目的に、

取組名を健康づくり応援ポイント制度による健

康づくりへの支援と変更しております。 

 次に、新規の取組となります。 

 ⑩子育て世代包括支援センターによる支援体

制の強化です。 

 ⑧の産後ケア事業が、昨年度から導入された

ことを受けまして、今後は支援センターによる

出産期から子育て期まで切れ目のない支援を提

供していくことを目的に、新たに取組を設定し

ております。 

 続きまして、⑪多文化共生社会の実現につき

ましても、新規の取組でございます。 

 こちらにつきましては、次ページの重点戦略

５、誇るべきふるさとを未来につなぐで掲げて

おりました、④国際化に対応した組織づくり

が、市長公室に国際課を設置したことで達成済

みとなりました。そのため、今後は、外国人と

協働した、誰もが安心して暮らせるまちづくり

を推進していくことを目的に、新たな取組とし

て設定しております。 

 資料の４ページをお開きください。 

 重点戦略４の①現状に即した八代市地域防災

計画の大幅な見直し、緊急時における避難所の

充実についてです。 

 平成３０年度に改定した地域防災計画に基づ

きまして、自主防災組織の育成や備蓄体制の拡

充など、引き続き、防災体制の充実を図ってい

くため、取組名を大規模災害時における防災体

制の充実と変更しております。 
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 次に、⑤都市計画道路西片西宮線や竜西東西

１２号線の整備促進についてでございます。 

 掲げております２路線以外にも、南部幹線や

沖新開線など、ほかの都市計画道路等も含めて

一体的な整備を行っていくため、今回、整備目

的を踏まえた内容見直しを行っております。 

 次は、戦略５の⑤八代・天草架橋の建設を促

進でございます。 

 昨年開催されました八代・天草架橋建設促進

総決起大会におきまして、架橋構想の名称とし

て、八代・天草シーラインを用いることが決議

されましたので、それに合わせて名称変更を行

っております。 

 続いて、新規の取組です。⑥ＩＣＴの活用に

よる行政サービスの効率化の推進でございま

す。 

 限りある財源や人員を有効活用し、持続可能

な行政サービスを将来にわたって維持していく

ため、今後はＩＣＴを活用した事務手続等の迅

速化、効率化が必要となってくることから、今

回新規の取組として設定しております。 

 最後に、今回新たに、ＰＬＵＳ１、最優先課

題として、新型コロナウイルス感染症に対する

緊急対策を追加しました。 

 新型コロナウイルス感染症対策につきまして

は、市の喫緊の課題として最優先に取り組んで

いかなければならない取組でございます。 

 ①感染拡大を防止、新しい生活様式の実践、

②市民生活・地域経済への影響を最小化、③学

校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整

備、④収束後を見据えた消費喚起策などといっ

た４つの重点取組を柱としまして、今回、ＰＬ

ＵＳ１の戦略として新たに盛り込んでおりま

す。 

 取組の内容等につきましては、現時点で既に

実施されているものや、今後、実施予定のもの

も含めて掲載しております。今後、国や県等の

動向を踏まえ、時点更新を行いまして、迅速か

つ適切な対応を取っていくこととしておりま

す。 

 以上が重点戦略の見直しの概要になります。 

 なお、こちら詳細につきましては、別冊の資

料で、この資料でございますけれども、こちら

で確認いただければと思います。 

 以上、重点戦略の見直しについて説明を終わ

ります。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま重点戦略の

見直し、説明ございましたが、何か質問、御意

見等ございませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 意見ですけども、大

変、もう見たら一目瞭然で企画政策課の皆さん

方、頑張っておられるなと。コロナのＰＬＵＳ

１がですね、また入ってきたり、あと、この内

容変更もほぼ達成したから、ちょっと方向性を

変えているとか、そういうことなので、政策審

議監を中心にというお話がさっき出ておりまし

たけれども、コロナの特命でいろいろとお仕事

も、皆さんそれぞれですね、ある中、頑張って

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 意見、何て言っていい

か分かんないですけど、計画の中にですね、八

代民俗伝統芸能伝承館の建設の部分で、前期は

建設が目的になってて、見直しの理由が建設の

ほか、開館後の活用についても併せて検討して

いく必要があるためということで、今回見直し

をされるということなんですけど。本来は、ど

ういう活用してっていうビジョンがあって、建

設をするんじゃないかなと思うんですよね。 

 この書き方をしてしまうと、建設がそもそも

目的であって、造った後に、じゃ、どうやっ

て、それ使うんだよというような見直しの理由

としか見えないので、ここはもう一ひねりして

ですね、書くとか。本来のビジョンがあっての

建設でしょうから、そういうのを先に、やっぱ

りあるべき、――計画を立てていただきたいな
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というふうに思いました。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） おっし

ゃるとおりでございます。そういうビジョンを

含めた中で、本来は当初の計画を立てなければ

ならなかった。そういう表現を使わなければな

らなかったところですけれども、今回ですね、

そういう部分も含めて見直しも行っておりま

す。 

 以上です。（委員堀徹男君「はい、意見です

から」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 本件について、ない

ようでございますので、以上で八代市重点戦略

の見直しについてを終了いたします。 

 次に、もう１２時になりますが、そのまま参

りますか。（｢はい」｢いきます」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、このまま行きます。 

                              

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（八代市地域公共交通計画策定の方向性につい

て） 

○委員長（橋本幸一君） 次に、八代市地域公

共交通計画策定の方向性についてをお願いいた

します。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課、福本です。着座にて説明いたします。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 委員

長、その前に追加資料がございますけれども、

提出してよろしいですか。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

（資料配付） 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） それで

は、八代市地域公共交通計画策定の方向性につ

いて御説明申し上げます。 

 ５ページをお開きください。 

 まず、八代市地域公共交通計画は、平成２７

年４月に策定しまして、今年９月に計画期間が

終了する八代市地域公共交通網形成計画の２次

計画として策定を予定しているものでございま

す。 

 現行の計画は、地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律、以降活性化再生法と申し上げ

ます。この法律に基づきまして、八代市の公共

交通に関する基本計画、いわゆるマスタープラ

ンとして策定いたしました。 

 次期の八代市地域公共交通計画は、現行計画

の計画期間が終了すること、また、現在の国会

で活性化再生法が改正され、これまでの計画の

策定が自治体の任意であったものが、努力義務

化とされましたことから、新たな本市の公共交

通に関するマスタープランとして策定するもの

でございます。 

 次期計画は、令和元年度に実施しました市民

アンケート調査結果、また地域要望や八代市地

域公共交通会議での御意見、現行計画に掲げる

目標・評価指標の検証・評価等を考慮し、策定

を進めてまいります。 

 次に、資料の中央、図を御覧ください。 

 現行の計画の中で、未達成の目標や未解決の

課題の洗い出し、５年前の計画の策定時点では

把握できなかった新たな課題、また地域からの

要望等を整理し、次期計画の中に盛り込むこと

としております。計画期間中の令和２年１０月

から段階的に路線の見直しに反映させていきた

いと考えております。 

 そのほか、活性化再生法の改正の要素とし

て、自家用有償旅客運送の活用や、ＩＣＴ等の

新技術の導入についても検討してまいります。 

 続いて、計画見直しのスケジュールを御説明

いたします。 

 まず、７月１日に、本年度第１回目の八代市

地域公共交通会議を開催し、次期計画の骨子や

路線バス等の見直しの内容について、協議、御
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承認を頂きます。 

 並行して、７月から８月にかけまして、地域

や運行事業者、また運輸局や警察といった関係

行政機関への意見聴取や協議を行います。 

 ８月に、第２回目の八代市地域公共交通会議

を開催し、次期計画の素案、また令和２年１０

月時点で実施する路線バス等の見直しに係る道

路運送法上の申請について、協議、御承認を頂

き、その後、運輸局に申請したいと考えており

ます。 

 ９月には、次期計画について、総務委員会に

御報告し、第３回目の八代市地域公共交通会議

において、計画について協議、御承認を頂き、

その後、市民の皆様方への周知を予定しており

ます。 

 そして、１０月以降に計画に基づき、段階的

な路線の見直し等を実施してまいります。 

 続きまして、１ページめくって６ページをお

開きください。 

 次期計画の策定の方向性としまして、現状の

主な課題、対応方針、取組の方向性を整理して

おります。 

 まず、左側の列に現状と主な課題として、大

きく３点、１点目、公共交通網の利便性に対す

る課題、２点目、公共交通機関の役割分担に対

する課題、３点目、公共交通の持続可能性に対

する課題を整理しております。詳細は記載のと

おりでございます。 

 中央の列にそれぞれの現状と主な課題に対応

する方針として同じく３点、１点目、利便性の

高い公共交通網の整備推進、２点目、公共交通

機関の役割分担の明確化、３点目、持続可能な

公共交通づくりとして整理しており、詳細は記

載のとおりでございます。 

 なお、⑧安心して利用できる公共交通環境整

備につきましては、特に今般の新型コロナウイ

ルス感染症拡大を受けて、新たな取組としてお

ります。 

 これらの対応方針を実現するため、右側の列

に取組の方向性として、分野ごととして、路線

バス、乗合タクシー、利用促進に整理しており

ます。 

 具体的に申し上げますと、まず路線バスにつ

きましては、１、路線の延伸、停留所の変更、

２、運行時刻の見直し、鉄道との接続改善等、

３、運行便数の整理、４、乗合タクシーへの転

換、５、運賃の見直しに取り組んでまいりま

す。 

 次に、乗合タクシーにつきましては、１、停

留所の移設、新規設置、２、運行日、運行便、

運行区域の追加、３、運行時刻の見直し、鉄

道、バスとの接続改善等、４、運行便数の整

理、５、路線の新設や路線バスからの転換、

６、路線の統合、７、運賃の見直しに取り組ん

でまいります。 

 次に、利用促進としましては、１、見直し内

容の周知等、２、新型コロナウイルス禍からの

Ｖ字回復に取り組んでまいります。 

 このように取組の方向性を整理しまして、令

和２年１０月から段階的な路線の見直しの実施

に向けて検討を進めてまいります。 

 なお、今回、現計画と併せて、八代市地域公

共交通再編実施計画の計画期間、平成２９年１

０月から令和２年９月までの３年間が終了しま

す。 

 この実施期間の終了に伴いまして、令和２年

１０月から柔軟な路線の見直しが可能となりま

す。柔軟な路線見直しが可能と申しましても、

国の許認可が必要な路線見直しもございます。 

 路線見直しに当たりましては、地域や利用者

の皆様の御意見、御要望をしっかりとお聞きし

まして、国や関係事業者等と協議を行いなが

ら、路線の見直しを実施してまいります。 

 以上が八代市地域公共交通計画策定の方向性

についての説明となります。よろしくお願いし

ます。 
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○委員長（橋本幸一君） 本件について何か質

問、御意見等ございませんか。 

○委員（太田広則君） すいません。先ほどの

続きなんですが、先ほど、この説明で分かった

んですけども、このタイミングというかです

ね、この６ページの１０月から段階的な路線を

見直していくという中での方向性を決めるとき

に、いろんな市民の意見や要望が集約されてい

くかと思うんですが、いつのタイミングからお

届けをしたらよろしいんでしょうか、市民の声

というのは。 

 ５ページに、７月１日から、八代市地域公共

交通会議を開催して、路線バス等の見直し内容

について協議・承認て書いてありますが、７月

から１０月までの間で、八代市民の声はいつ届

けたらよろしいですか。ずっといいんでしょう

か。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 今回の

路線見直しにつきましては、段階的に路線見直

しを行っていきます。今まで市民の方からそう

いう要望とか、御意見があった分の把握をして

いる分については、私どものほうでそれを精査

しまして、今回１０月に反映していきたいとい

うふうに考えておりますし、今後、そういう、

また新たな課題とか、新たな御意見があった場

合には随時お聞きしまして、路線見直しにつな

げるよう努力してまいります。 

○委員（太田広則君） よく分かりました。随

時ということで。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（中村和美君） 意見でいいですか。私

は、二見でございますが、二見も、坂本町とそ

して葦北郡との境でございますので、非常に助

かってるところもありますが、まだ、二見の人

たちのお願いというか、不満もあるようでござ

いますので、この中では市政協力員さんなんか

が八代市の代表の一人として出ておられます

が、できれば二見もですね、校区長というか、

市政協力員さんたちに、こういう中でも特別、

二見はどうですかという、わざわざ八代市地域

公共交通会議委員に指名しなくてもいいと思い

ますが、特にそこを気つけていただいて、ぜひ

ですね、二見の意見も吸い取っていただくよう

にお願いしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） ないようですので、

以上で、八代市地域公共交通計画策定の方向性

についてを終了いたします。 

 執行部は御退室ください。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後０時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１２分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で、所管事務調

査２件についての調査を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申出を致したいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。 

（午後０時１３分 閉会） 
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八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和２年６月１２日 

総務委員会 

委 員 長 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


